
「規制改革ホットライン」集中受付 
の実施について 

１．集中受付の趣旨 

「規制改革会議」においては、環境や技術変化に対応した規制改革を

タイムリーかつ着実に進めるため、「規制改革ホットライン」に寄せら

れた規制改革に関する提案を積極的に取り上げることとしており、その

審議結果を過去３回の答申に反映し、実現に向けて取り組んできたとこ

ろである。 

今般、通常のホームページによる周知方法に加え、地方自治体を含め

た各種団体に対し積極的に提案を働きかける等集中的な周知活動を行

うことにより、「規制改革ホットライン」の認知度を一層向上させ、国

民や企業等から更に多くの提案をいただくことを目的として、「規制改

革ホットライン」の集中受付を実施する。 

２．集中受付期間 

平成 27年 10月１日(木)～10月 31日(日)を集中受付期間とする。 

３．募集する提案 

日常生活・仕事や事業活動において不便を感じている、あるいは改善

を図るべきだと考える規制・制度について、具体的な提案を幅広く募集

する。 

例） 

① 新しい技術やノウハウを持った事業者の新規参入や、事業者の

創意工夫を妨げているもの 

② 手続きの煩雑さが負担になったり、無駄や非効率を生んでいる

もの 

③ 国民に対する多様で質の高いサービスの提供を妨げているもの
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「規制改革ホットライン」運営方針について（平成 27 年９月２日改正） 

１．「規制改革ホットライン」の趣旨 

  環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、広く国民や企

業等から規制改革に関する提案を受け付ける「規制改革ホットライン」を設置する（平成

25年 3月 22日）。 

２．「規制改革会議ホットライン対策チーム」の設置及び構成 

提案内容の検討について所管省庁任せとせず、迅速かつ的確に処理することを目的とし

て、新たに「規制改革会議ホットライン対策チーム」を設置する。 

ホットライン対策チームの構成は、座長、座長代理のほか、各ワーキング・グループよ

り１名ずつの参加（原則、座長代理）を得ることとし、相互に密接な連携・協力関係を図

るものとする。 

３．提案の取扱いについて 

（１）受け付けた提案は、内閣府規制改革推進室において、事実関係の確認及び精査等を行

った上で所管省庁への検討要請事項を選定する。概ね２週間ごとに所管省庁に検討要請

を行うとともに、直近の規制改革会議に内容を報告する。 

報告にあたっては、ホットライン対策チーム座長の了承を得て、各ワーキング・グ

ループに分類する。 

（２）規制改革推進室は、検討要請日より原則２週間後をめどに所管省庁から回答を求める

こととし、直近のホットライン対策チームに報告する。 

ホットライン対策チームは、 

①所管省庁に再検討を要請する事項の有無について検討し、

②各ワーキング・グループで検討すべき事項（緊急重要案件は規制改革会議）を区

分した上で、規制改革会議に報告する。

規制改革会議は、 

③緊急重要案件と判断した事項は自ら検討（必要に応じ対策チームに論点整理を指

示）するとともに、それ以外の事項は各ワーキング・グループに検討を指示し、 

④併せて、これらの事項の再検討を所管省庁に要請する。

その後、規制改革会議及び各ワーキング・グループは、 

⑤所管省庁と折衝し、事項の処理に取り組む。

（３）各ワーキング・グループでの処理結果については、規制改革会議に報告する。 

（４）規制改革会議は、自らの検討結果及び各ワーキング・グループからの報告を受け、改

善措置を図る必要がある事項について答申に盛り込む。なお、所管省庁が自ら実施する

とした事項は迅速な対応を求める。 

（５）規制改革推進室は、 

①所管省庁からの検討結果（更に精査・検討を要すると認められる事項について、

規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応する旨を明記）

②規制改革会議の審議結果

③所管省庁が講じた措置の内容（講じようとする措置の内容）

  について、内閣府ホームページで公表する。
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「規制改革ホットライン（地域活性化の集中受付）」 
について(案) 

１．集中受付の趣旨 

規制改革会議においては、環境や技術変化に対応した規制改革をタイ

ムリーかつ着実に進めるため、「規制改革ホットライン」に寄せられた

規制改革に関する提案を積極的に取り上げることとしており、その審議

結果を過去２回の答申に反映し、実現に向けて取り組んできたところで

ある。 

今期は「地域活性化」に寄与する規制改革を検討テーマの１つとして

おり、“地域が主役”との観点から、地域からの声を積極的に受け止め

る必要がある。 

そこで、「地域活性化」に寄与する多くの提案をいただくことを目的

として「規制改革ホットライン（地域活性化の集中受付）」を実施する。 

２．集中受付期間 

平成 26年 10月１日(水)～10月 31日(金)を集中受付期間とする。 

３．募集する提案 

「地域活性化」を推進する上で、改革が必要と考えられる規制 

の見直しについて、積極的な御提案を幅広くお寄せ下さい。 

なお、提案の背景、現状における弊害、改善の必要性・効果 

等をできるだけ具体的に記載していただければ幸いです。 

（参考） 

第 36回規制改革会議 

（平成 26年 9月 16日）資料３抜粋 
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